
風しん抗体検査・予防接種を無料で受けられます！ 

区から令和４年５月中旬、上記対象の方（令和４年４月１日時点で区内在住）に、風しん抗体検査・ 

予防接種を無料で受けることができるクーポン券を一斉発送しました。 

この機会にクーポン券を利用して、抗体検査を受けていただき、十分な量の抗体がない場合は、 

予防接種を受けることで風しんを予防しましょう。 

 

持ち物 「クーポン券」及び本人確認書類（運転免許証等） 

クーポン券 

の有効期限 

令和５年（２０２３年）３月３１日まで 

※大田区から転出した場合は、このクーポン券は使えません。転出先の自治体

にお問い合わせください。区内転居の場合は、そのまま使えます。 

実施医療機関 
健診だけでなく、全国の実施医療機関でも使うことができます 

左記のQRコードから大田区ホームページにアクセスするか、「大田区 風しん追

加的対策」で検索し、ご確認ください。 

 

 

 

 

厚生労働省は、日本から風しんを排除するため、風しんの追加的対策を行っています。 

対象の方が風しんの抗体検査を受けることができるよう、ご協力をお願いします。 

 

◆事業所健診で風しん抗体検査が実施できるよう健診委託先と調整願います 

クーポン券を利用して抗体検査を実施できるか、健診委託先の医療機関にご確認ください。 

実施できる場合は、健診の委託内容に風しん抗体検査を含めて実施いただくよう、お願いします。 

 

◆対象の方へクーポン券を利用するよう呼びかけにご協力願います 

職場健診や医療機関受診時などに、クーポン券を持参して風しん抗体検査を受けるよう、 

対象の方への普及啓発にご協力願います。 

 

 

 

問合先：感染症対策課予防接種担当 

電話：03-5744-1263 

 

 

【対象者】 

昭和37年４月２日から昭和54年４月１日生まれの男性（※）の 

うち、抗体検査をまだ受けていない方   

※公的接種を受ける機会がなく、抗体保有率が他の世代に比べて低くなっています 

 

 

大田区からのお知らせ 

◆事業所のご担当者様へのお願いです◆ 
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